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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ご
き
げ
ん
ら
い
ぶ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

井
出 

信
男 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
安
行
領
根
岸
二
千
四
百
五
十
九
番
三
号
内
谷
田
ハ
ウ
ス
一
〇
一
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
川
口
市
・
蕨
市
地
区
の
障
害
者
と
高
齢
者
に
対
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
の
業
務
を
行
い
、
障
害
者
と
高
齢
者
が
元
気
に
生
き
、
働
き
、
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
創
造

す
る
こ
と
で
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
六
十
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
博
愛 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

仲
沢 

強
志 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
東
領
家
一
丁
目
二
十
二
番
六
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
川
口
市
の
高
齢
者
に
対
し
、
ふ
れ
あ
い
と
健
や
か
な
施
設
を
提
供
し
、
豊
か

に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る
事
で
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
六
十
一
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
イ
フ
ッ
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

伊
東 

史 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
枝
九
百
二
番
地
八 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

 

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
及
び
健
常
者
に
対
し
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
場
の
提
供
を
行
い
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
運
動
能
力
の
増
進
、
及
び
情
操
教
育
に
寄
与
す
る
こ
と
及
び
、
関

連
団
体
（
組
織
や
個
人
等
）
へ
の
活
動
支
援
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
六
十
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
川
島
町
学
童
保
育
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

鈴
木 

義
宏 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
表
四
百
三
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
保 

 

護
者
が
労
働
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
児
童
に
対
し
、
学
校
の
授
業
の
終
了
後
に
児
童
厚 

 

生
施
設
等
の
施
設
を
利
用
し
て
適
切
な
遊
び
と
生
活
の
場
を
与
え
、
も
っ
て
児
童
の
健
全
育
成 

 

を
図
る
事
業
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
六
十
三
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
六
十
四
号



１ 購入等件名及び数量  

  生徒用机・椅子・机天板（東部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算経理担当 埼玉県さいたま市浦和区高

砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

平成23年11月21日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  株式会社雄飛堂 埼玉県さいたま市大宮区東町１丁目54番地  

５ 落札金額  

8,725,648円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

平成23年10月７日  

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
六
十
五
号



１ 購入等件名及び数量  

  生徒用机・椅子・机天板（西部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算経理担当 埼玉県さいたま市浦和区高

砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

平成23年11月21日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  株式会社雄飛堂 埼玉県さいたま市大宮区東町１丁目54番地  

５ 落札金額  

5,565,182円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

平成23年10月７日  

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
六
十
六
号



１ 購入等件名及び数量  

  生徒用机・椅子・机天板（南部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算経理担当 埼玉県さいたま市浦和区高

砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

平成23年11月21日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  株式会社トネガワ 埼玉県さいたま市岩槻区仲町１丁目13番16号  

５ 落札金額  

6,478,106円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

平成23年10月７日  

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
六
十
七
号



１ 購入等件名及び数量  

  生徒用机・椅子・机天板（北部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算経理担当 埼玉県さいたま市浦和区高

砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

平成23年11月21日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  株式会社トネガワ 埼玉県さいたま市岩槻区仲町１丁目13番16号  

５ 落札金額  

2,580,716円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

平成23年10月７日  

 



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
楽
楽
セ
ン
タ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

黒 

田 

春 

夫 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
太
田
窪
三
丁
目
二
番
二
十
二
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
及
び
母
子
家
庭
等
に
対
し
、
個
々
に
応
じ
た
自
主
生
活
を
営
め
る
よ

う
生
活
支
援
及
び
介
護
支
援
な
ど
を
行
い
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
六
十
八
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
市
民
航
空
災
害
支
援
セ
ン
タ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

竹 

田 

好 

孝 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
桜
区
上
大
久
保
五
百
十
九
番
地
一 

埼
玉
県
浦
和
・
大
久
保
合
同
庁
舎

一
号
館 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
平
時
に
お
い
て
災
害
が
予
見
さ
れ
る
地
域
の
住
民
に
対
し
、
各
地
域
の
防
災

訓
練
な
ど
を
通
じ
て
市
民
の
防
災
・
減
災
に
対
す
る
知
識
向
上
お
よ
び
災
害
に
対
す
る
意
識
啓

発
に
向
け
た
支
援
活
動
を
行
い
、
ま
た
災
害
時
及
び
緊
急
時
に
お
い
て
被
災
地
及
び
被
災
者
に

対
し
、
航
空
機
を
活
用
し
て
支
援
活
動
を
行
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
六
十
九
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

フ
レ
ス
ポ
八
潮 

 
 

 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
瀬
字
稗
田
八
百
二
十
二
―
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
フ
ジ
タ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 
代
表
取
締
役 

藤
田
勝
好 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬
県
太
田
市
清
原
町
三
百
十
九
―
三 

外 
計
十
七
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
ブ
ッ
ク 

代
表
取
締
役
社
長 
藤
田
勝
好 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬
県
太
田
市
清
原
町
三
百
十
九
―
三 

外 

計
十
七
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
十
九
年
十
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
一
月
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
一
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
イ
ト
戸
田
店 

 
 

 

埼
玉
県
戸
田
市
大
字
新
曽
字
稲
荷
千
二
百
一
番
地
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

（
一
）
騒
音
対
策
に
つ
い
て 

 
 

 
 

夜
間
の
駐
車
場
利
用
に
つ
い
て
は
、
隣
接
住
宅
の
迷
惑
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ 

 
 

 

と 

 

（
二
）
そ
の
他 

 
 

 
 

住
民
説
明
会
で
の
合
意
事
項
に
つ
い
て
、
誠
意
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
一
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
土
地
改
良
区
の
解
散
を
平
成
二
十
四
年
一
月
十
七
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名 

称 

 
 

川
里
広
島
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

鴻
巣
市 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
二
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
一
―
一
二
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
西
鶴
ケ
岡
二
丁
目
百
七
十
四
番
四 

外
百
十
六
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
二
百
五
十
五
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
一
八
九
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
十
三
号



告 
 

示 

  
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名 

 

称 

 
 

                        

埼
玉
県
東
松
山
市
新
宿
町
八
番
地
十
四
ボ
ナ
ー

ル
Ａ
一
〇
二
号

埼
玉
県
東
松
山
市
松
山
町
一
丁
目
十
番
二
十
号
カ
ー

サ
Ｂ
二
〇

一 埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
金
屋
九
百
五
十
二
番
地
十
七

埼
玉
県
本
庄
市
前
原
一
丁
目
一
番
二
十
一
号
コ
ス
モ
本
庄
前
原

六
〇
六
号

埼
玉
県
本
庄
市
東
台
二
丁
目
八
番
二
十
六
号

埼
玉
県
本
庄
市
東
台
二
丁
目
八
番
二
十
六
号

埼
玉
県
熊
谷
市
妻
沼
六
百
六
十
三
番
地
一
ソ
フ
ィ

ア
コ
ー

ト
Ａ

一
〇
二
号

埼
玉
県
熊
谷
市
平
戸
千
五
百
八
十
四
番
地

埼
玉
県
熊
谷
市
銀
座
四
丁
目
十
番
二
号

埼
玉
県
熊
谷
市
銀
座
四
丁
目
二
番
十
九
号

埼
玉
県
熊
谷
市
本
町
一
丁
目
百
七
十
三
番
地

埼
玉
県
熊
谷
市
本
町
一
丁
目
七
十
三
番
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
上
峰
四
丁
目
八
番
十
八
号

住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
口
　
壽

原
口
　
万
里
子

有
限
会
社
な
が
お
か
や

新
井
　
典
子

榊
田
　
紀
行

ヤ
マ
キ
有
限
会
社

川
村
　
智

株
式
会
社
電
工

岡
庭
　
利
一

有
限
会
社
明
治
屋
岡
庭
酒
店

有
限
会
社
Ｓ
・
Ｋ
・
Ｗ

合
資
会
社
大
谷
禎
助
商
店

遊
馬
　
房
子

氏
名
又
は
名
称

埼
玉
県
告
示
第
七
十
四
号



 
 

 
 

                        

二 

指
定
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

群
馬
県
藤
岡
市
鬼
石
五
百
二
十
二
番
地

栃
木
県
足
利
市
大
前
町
百
五
十
八
番
地

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
四
丁
目
十
五
番
一
号
コ
ス
モ
東

武
動
物
公
園
六
〇
三

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
寄
居
三
百
九
十
二
番
地

埼
玉
県
比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
五
明
七
百
六
十
三
番
地
の
二

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
大
串
二
千
二
百
六
十
二
番
地
の
一

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
み
な
み
野
三
丁
目
八
番
地
十
八

埼
玉
県
北
本
市
西
高
尾
七
丁
目
四
十
七
番
地
イ
ツ
キ
ア
パ
ー

ト

一
Ｆ

埼
玉
県
久
喜
市
北
中
曽
根
千
三
百
六
十
三
番
地
一

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
川
田
谷
六
千
三
百
九
十
六
番
地
の
五

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
加
納
五
百
七
十
番
地
の
十
八

埼
玉
県
草
加
市
旭
町
六
丁
目
十
番
十
一
号

埼
玉
県
深
谷
市
下
手
計
七
百
八
十
一
番
地
二

埼
玉
県
深
谷
市
東
方
二
千
五
十
一
番
地

埼
玉
県
鴻
巣
市
箕
田
百
九
十
番
地
七

埼
玉
県
鴻
巣
市
本
町
三
丁
目
六
番
三
十
三
号

永
田
商
事
株
式
会
社

株
式
会
社
大
野

本
多
　
則
孝

有
限
会
社
寄
居
六
供
商
店

有
限
会
社
野
原
営
業
所

有
限
会
社
岩
崎
商
店

中
野
　
浩
幸

薄
根
　
保
史

渡
辺
　
厚

髙
𣘺
　
忠

有
限
会
社
大
澤

I
’
m
p
r
o
v
e
合
同
会

社 夏
神
　
守

株
式
会
社
か
ど
や
商
店

渡
辺
　
晃

有
限
会
社
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ー

リ
ー



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

西 

成 

秀 

幸 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

富
岡
入
間
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

                    



   

新 旧 

旧
新
別 

 

同
市
大
字
仏
子
字
上
野 

 

八
八
六
番
三
地
先
ま
で 

   
入
間
市
大
字
仏
子
字
上
野 

 

八
三
三
番
二
地
先
か
ら 

区 
 
 
 

間 

  

一
〇
・
〇
〇
～ 

 
 
 

二
〇
・
三
三 

   

七
・
四
〇
～ 

 
 
 

七
・
九
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

    

二
○
○
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

      

道
路
改
良
工
事 

備 

 

考 



告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

秀 

彦 
 

 



    
  

松
戸
草
加
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 
 

 

三
郷
市
高
洲
三
丁
目
四
六
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
高
洲
三
丁
目
四
六
五
番
一
地
先
ま
で 

   

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
十
四
年
六
月
七
日
付
け
埼
玉

県
告
示
第
千
百
二
十
一
号
で
変
更

し
た
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
三
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
。 

   

備 

 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

秀 

彦 
 

 



    
  

松
戸
草
加
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 
 

 

三
郷
市
高
洲
二
丁
目
一
八
二
番
一
地
先
か
ら

同
市
高
洲
二
丁
目
一
八
四
番
一
地
先
ま
で 

   

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日
付
け

埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号
で

変
更
し
た
区
域
の
供
用
開
始
で
あ

る
。 

延
長
四
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
。 

  

備 

 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
〇
〇
四
四
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
六
日 

 
 

川
建
セ
第
二
三
〇
〇
九
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
平
沼
字
新
田
前
二
六
九
番
、
二
九
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
平
沼
二
六
九
番
地 

 
 

有
限
会
社 

ク
レ
ヨ
ン 

取
締
役 

吉
田 

浩
明 

 
 

          



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
〇
〇
五
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
六
日 

 
 

川
建
セ
第
二
三
〇
〇
九
〇
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
大
谷
日
向
一
一
九
七
番
一
、
一
二
〇
一
番
二
、
字
愛
宕

一
〇
七
〇
番
一
六
、
一
〇
七
〇
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
豆
戸
一
二
一
八
番
地
一 

 

 
 

内
野 

喜
代
子 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
五
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
三
〇
〇
三
〇
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
三
日 

 
 

越
建
セ
第
三
八
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
笠
原
二
丁
目
九
百
七
十
七
番 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
二
丁
目
六
番
一
号 

 
 

有
限
会
社 

鈴
建
ホ
ー
ム 

代
表
取
締
役 

鈴
木 

充 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

加 

藤 

孝 

夫 

   

 

 
 

 

       



１ 落札に係る建設工事の名称  

  荒川右岸流域下水道終末処理場下水汚泥固形燃料化施設建設工事 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県荒川右岸下水道事務所設備担当 埼玉県和光市新倉六丁目１番１号  

３ 落札者を決定した日  

平成23年11月30日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  東芝・ＪＦＥ汚泥炭化特定建設工事共同企業体  

  代表構成員  

  株式会社東芝 首都圏支社 埼玉県さいたま市大宮区宮町一丁目114番地１   

  構成員  

  ＪＦＥエンジニアリング株式会社 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地   

５ 落札金額  

3,465,000,000円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

平成23年５月31日  

 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

之
平 

伸 

一 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
六
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
協
議
会
委
員
の
任
免
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
一
号 

 
 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
民
主
党
埼
玉
県
第
１
区
総
支
部
の
平
成
二
十
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十

三
年
十
二
月
二
十
八
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
一
年
九
月

十
八
日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
四
十
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 

  
 

 

ペ
ー
ジ 

 
 

 
 

段 
 

 

行 

 
 

 

百
三
十
九 

 
 

 

上 
 

 

二
十 

 

誤 
 

 

 

正 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
二 

 

誤 
 

 

 

正 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

下 
 

 

三 

 

誤 

 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十 

 

誤 

 

正 

 
 

 

百
四
十 

 
 

 
 

上 
 

 

十
九
行
目
を
削
除
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

下 
 

 

三
行
目
を
削
除
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
行
目
を
削
除
す
る
。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

（
１

）
収

入
総

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2
9
,
7
3
6
,
1
6
9
円

 

（
１

）
収

入
総

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2
9
,
0
5
6
,
1
6
9
円

 

 
 

イ
 

本
年

収
入

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2
3
,
2
2
1
,
9
8
5
円

 

 
 

イ
 

本
年

収
入

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2
2
,
5
4
1
,
9
8
5
円

 

 
 

 
a
 

法
人

そ
の

他
の

団
体

か
ら

の
寄

附
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
1
1
,
2
6
0
,
0
0
0
円

 

合
 

 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2
3
,
2
2
1
,
9
8
5
円

 

合
 

 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
2
2
,
5
4
1
,
9
8
5
円

 

 
 

 
a
 

法
人

そ
の

他
の

団
体

か
ら

の
寄

附
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
1
0
,
5
8
0
,
0
0
0
円

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
号 

 
 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
民
主
党
埼
玉
県
第
１
区
総
支
部
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二

十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十

一
月
十
九
日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 

  
 

 

ペ
ー
ジ 

 
 

 
 

段 
 

 

行 

 
 

 

百
三
十
六 

 
 

 

左 
 

 

二
十 

 

誤 
 

 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

二
十
一 

 

誤 
 

 

 

正 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
二 

 

誤 
 

 

 

正 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

右 
 

 

三 

 

誤 
 

 

 

正 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十 

 

誤 

 

正 

 
 

 

百
三
十
七 

 
 

 

左 
 

 

五
行
目
を
削
除
す
る
。 

 
 

 

百
三
十
八 
 

 
 

左 
 

 

四
行
目
を
削
除
す
る
。 

 
（

１
）

収
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平成２３年１１月分 

肥料の種類等 保証票添付者 肥料の名称 

検   査   の   概   要 

備 考 分  析  結  果 保証票 
の検査 

その他 
の検査 項  目 指摘事項 

魚節煮かす 千成産業株式会社 ９．０千成魚節煮かす 主成分－ＴＮ     

混合有機質肥料 千成混合有機質肥料 主成分－ＴＮ、ＴＰ 
有害成分－ひ素、カドミウム 

    

注１ 分析検査及びその他の検査の欄は、検査対象荷口全体の肥料を代表しうるように必要袋数（ばらの場合には必要部位数）を抽出し、混合した試料１点に
ついて検査した結果である。 

 ２ 分析検査項目に係る指摘事項は、分析値と規格・基準値又は表示値とを比較した結果である。 
 ３ 主成分の略号は、次のとおりである。 

ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量 
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特
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肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
殊
肥
料
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日 
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県
病
害
虫
防
除
所
長 

野 

田 
 

 

聡 



平成２３年１１月分 

特殊肥料 
の指定名 

生産業者、輸入業者
若しくは販売業者
又は表示者 

届出名（及び商品名） 

検 査 の 結 果          

備 考      ＴＮ 
(％) 

ＴＰ 
(％) 

ＴＫ 
(％) 

ＴＣu 
(mg/kg) 

ＴＺn 
(mg/kg) 

ＴＣaＯ 
(％) 

Ｃ／Ｎ 
水分 
（％） 

その他 
の検査 

動物の排せつ物
の燃焼灰 

千成産業株式会社 
けいふん燃焼灰 0.16  19.41  16.45  338  1731  27.61  9.6  1.01    

たい肥 千成リサイクル堆肥 4.16  2.63  0.88  71  246  1.92  8.8  14.63    

備考：１ 分析検査を実施した成分等の略号は次のとおりである。 
        ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、ＴＣu－銅全量、ＴＺn－亜鉛全量、ＴＣaＯ－石灰全量、Ｃ／Ｎ－炭素窒素比、水分－水分含有量 
      ２ 分析値は原則として現物当たりの数値である。ただし、備考欄に「乾物当たり」と記載のある場合は、水分を除き他の項目は乾物当たりの数値である。 
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飼
料
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確
保
及
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質
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る
法
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昭
和
二
十
八
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第
三
十
五
号
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第
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十
六
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第
七
項
の
規
定
に
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り
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三
年
十
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月
及
び
十
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月
に
検
査
し
た
収
去
飼

料
等
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 
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成
二
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四
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十
日                                               
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除
所
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田 
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１．安全性に関する検査 

製 造 事 業 場 等 の 
名 称 及 び 所 在 地 

収 去 場 所 
飼料又は飼料 
添加物の区分 

飼料又は飼料添加物の名称 
製  造 
(輸入) 
年 月 

試 験 項 目 
違反の有無及び 
違反の内容 

三幾飼料工業株式会社草加
工場 
埼玉県草加市 

同左 魚粉 60%フィッシュミール 23.11 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

三和農工株式会社 
埼玉県本庄市 

同左 
肉豚肥育用配
合飼料 

マルサン肉豚用大麦ミートン
配合飼料 

23.11 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

同上 同左 
子豚育成用配
合飼料 

マルサン子豚用 AP 配合飼料 23.11 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

 
２．栄養成分に関する検査 

製 造 事 業 場 等 の 
名 称 及 び 所 在 地 

収 去 年 月 日 
収 去 場 所 

飼 料 の 名 称 
製  造 
(輸入) 
年 月 

試 験 結 果 の 概 要 

違反の内容 粗たん
白 質 

％ 

粗脂肪 
％ 

ｶﾙｼｳﾑ 
％ 

リ ン 
％ 

粗繊維 
％ 

粗灰分 
％ 

揮発性 
塩基性 
窒  素 

％ 

水溶性 
窒  素 

％ 

ﾍﾟﾌﾟｼﾝ 
消化率 

％ 

ＴＤＮ 
％ 

Ｍ Ｅ 
kcal/kg 

その他 
の検査 

株式会社田中製粉工
場 
埼玉県狭山市 

H23.11.18 
同左 

内地ふすま 23.11 

                 

－  

13.9  2.6  0.07  1.32  5.7  4.6       

株式会社明治坂戸工
場 
埼玉県坂戸市 

H23.11.18 
同左 

カカオシェル 23.11 

                 

－  

15.8  4.4  0.24  0.50  15.4  7.6       

同上 
H23.11.18 

同左 
菓子粉 23.11 

                 

－  

6.8  15.2  0.06  0.17  1.2  1.2       

三幾飼料工業株式会
社草加工場 
埼玉県草加市 
 

H23.11.28 
同左 
 

60%フィッシュミー
ル 
 

23.11 
 

60 
以上 

12 
以下 

      
23 
以下 

     

－  

65.5  7.7  5.59  1.43  0.0  18.7       



三和農工株式会社 
埼玉県本庄市 
 

H23.12.2 
同左 
 

マルサン肉豚用大
麦ミートン配合飼
料 
 

23.11 
 

13.5
以上 

2.5
以上 

0.45
以上 

0.35
以上 

5.0
以下 

6.0
以下 

     

－  

14.2  2.5  0.70  0.65  1.8  4.0       

同上 
H23.12.2 
同左 

マルサン子豚用 AP
配合飼料 

23.11 

14.0
以上 

3.5
以上 

0.45
以上 

0.4
以上 

4.0
以下 

6.5
以下 

     

－  

14.3  5.2  0.73  0.65  2.0  4.1       

(注)１．飼料の名称の欄中の「 ○規  」は、法第２７条第１項又は第２９条第２項若しくは第３０条第２項の規定に基づく規格適合表示飼料であることを示す。 

   ２．試験結果の概要の欄にあっては、個別検査項目別に上段に表示成分量、下段に分析結果を示し、違反の内容の欄に表示成分量に対して過不足があった場合当該成分の過不足
量（絶対量)を示す。 
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